
資本金の額
又は
出資の総額が

3億円以下
の会社

常時使用する
従業員の数が

300人以下の

会社及び個人

No

大 企 業 2）

Yes

常時使用する
従業員の数が

20人以下の

会社及び個人

No

小規模事業者等 1） 中小企業者

Yes

No

一般会員

小規模事業者等 1口以上 5,000円～

中小企業 2口以上 10,000円～

大企業 6口以上 30,000円～

1）京都市指定の伝統産業（74品目）に従事する
中小企業は小規模事業者等の会員区分に含まれます。

Yes

産技研UC
一般会員区分分類フローチャート

2）大企業の子会社は大企業と
みなされます。


